
「第７次静岡県ユニバーサルデザイン推進計画（案）」に対する県民意見提出手続きの結果

１ 県民意見提出手続の期間 令和７年 12 月 19 日（金）～令和８年１月 16 日（金）

２ 意見件数等 ２個人から 10 件の御意見をいただいた。

３ 意見区分等

４ 御意見の内容及びそれに対する県の考え方

区 分 内 容 件 数

Ａ 御意見を踏まえて案を修正する 御意見の趣旨を踏まえ、案を修正する場合 ７件

Ｂ 御意見の趣旨を踏まえて取り組む 案の修正はしないが、御意見を踏まえて取り組む場合 ３件

Ｃ 業務の参考とする 現時点では意見を計画や取組に反映することは困難だが、今後の参考とする場合 ０件

計 10 件

NO 項目 意見要旨 意見に対する県の考え方

１ 全体

数値目標が合格ラインを越えない以上、ＵＤの取組

から手を引くわけにはいかないが、先駆者たる静岡県

の優位性も、ハードやソフトの分野では失われている

のではないか。

ハード整備やソフト対策の充実は、その必要性に気

づき、行動する人間によってもたらされるものであり、

ＵＤの心を持つ人間をいかに多く育てるかが鍵にな

る。

ＵＤ推進委員からも静岡県の特徴として発言があっ

たかと思うが、「心のＵＤ（ハート）」に力を入れて、

次代を担う「実践できる人づくり」を積極的に進めて

もらいたい。

Ｂ

本計画は、より実効性のあるユニバーサルデザインの推

進のため、ハード・ソフト・ハートの各分野の連携により、

総合的かつ一体的に取組を進めていきます。あわせて、第

６次計画でハート分野の取組の一つであった「実践できる

人づくり」を第７次計画の柱の一つとして位置づけていま

す。

ユニバーサルデザインを自分ごとと考えて日常生活の中

で取り入れて、理念を継承していけるよう、とりわけ次世

代を担う若者を中心に普及啓発を行っていきます。



２ 全体

「誰もが安心して参画できるユニバーサル社会」を

目指す方針は重要で、ＵＤを県内各分野へさらに広げ

ることを期待する。

県民の「やさしい日本語」への理解促進と日常での

活用が進めば、外国人にとって安心して暮らせる地域

につながる。

言語だけでなく、文化的な違いにも配慮したデザイ

ンが進むことで、より多様な人々が参加しやすくなる。

前計画に続き、第７次計画でも実効性のある取組を進

め、県民にとってより良い環境づくりにつながること

を期待する。

Ｂ

ユニバーサルデザインの考え方が県民の暮らしの中に広

がることで、人々の意識や行動が変わり、外国人をはじめ

多様な背景を持つ人々がお互いを尊重し合い、安心して参

画できるユニバーサル社会に近づいていきます。

ハード・ソフト・ハートを一体的に進めるとともに、日

常のＵＤ実践につながる普及啓発を着実に進めることが、

言語のみならず文化的な違いへの配慮にもつながります。

併せて、本計画を県民のみなさまの手に取っていただき

やすい内容とし、身近な場面での実践につながるよう工夫

しています。引き続き、様々な取組を通じてユニバーサル

デザインを推進していきます。

３ 第２章

文章末尾の「～を期待します」「～が築かれていきま

す」などが、県が一歩引いている印象を与える。「県が

ＵＤを推進していく」という意思表示は、明確にする

べきだと思う。

Ａ

「県がＵＤを推進していく」という意思を明確にするた

め、ｐ３の第７次計画の取組の視点に「この目標に向かっ

て、県は普及啓発を重点に据えて、引き続きユニバーサル

デザインを推進していきます。」という文言を追記しまし

た。

４

第３章

２ ハード・

ソフト・ハー

トの総合的か

つ一体的な推

進

「・・・勾配や幅を考慮した設計ガイドラインの整

備（ソフト）が必要」と記述しているのに、ハードの

取組の例に「建築設計のガイドラインの普及」が掲載

されており、分類が不整合。
Ａ

ガイドラインを作成することはソフト、そのガイドライ

ンを普及させＵＤが取り入れられた施設等を作るという側

面においてはハードと捉えられます。

ただ、ハードとソフトの両側面があり、混乱してしまう

可能性があるため、本文中のソフトの記述を変更し、「表示

や案内」としました。

５

第３章

３ 実践でき

る人づくり

「多様な背景やニーズ」と「様々な視点やニーズ」

が重複し、文章が分かりにくい。
Ａ

「さらに、障害等多様な背景やニーズを持つ人々と若者

が関わり合う機会を提供し、共にユニバーサルデザインに

ついて考えることで、身近な場面から理解と実践の流れを

つくります。」とすることで重複感を解消しました。



６

第３章

３ 実践でき

る人づくり

若者への普及の「例」に、企業・行政職員向けで記

載している「疑似体験・サポート体験の実習」がない

のはなぜか。
Ａ

現時点で、疑似・サポート体験実習等を取り入れた講座

の受講者はＵＤ特派員（県から委嘱され、ＵＤの情報発信

を行う大学生）にとどまっていますが、小中学生を中心と

した出前講座ではグループワークを通じて、心のＵＤの第

一歩となる「困っている人への気づきと対応」を学ぶ機会

を提供しているためその点を補記しました。

７

第３章

３ 実践でき

る人づくり

推進計画の８ページの 18 行目「・・・努めていくと

共に、・・・」 → 「・・・努めていくとともに、・・・」 Ａ

御意見を踏まえ修正しました。

８ 第４章

推進計画の 11 ページの１段落目の最後の文章が、非

常に分かりにくい。後ろの社会環境は、ＵＤの確立さ

れた普遍な理想社会を表す言葉にするべきなのだと思

う。
Ａ

後半の「社会環境」を目指す先の社会とし、文脈を修正

することで分かりやすい文章としました。「ユニバーサルデ

ザインが県民の生活に浸透していれば、その理念に沿って

制度やサービス等を見直し続けることにより、社会環境が

どれほど変化しても、誰もが安心して参画できる社会を柔

軟に築くことが可能です。」

９ 第４章

「この計画の終了時」とは、第７次計画の終了時で

はなく長期的な取組を進めた先のことを言っていると

思うがどうか。

第７次計画に基づき、県民が主体的にＵＤを推進で

きるよう、県が環境づくりを進めていったからと言っ

て、「県が目指すユニバーサル社会」が実現し、県民に

とってＵＤが当たり前の考えとして浸透し、日常成果

で実践できる段階になるとは、とても思えない。

計画という形にこだわらず、より柔軟で発展的な形

で推進していくためには、数値目標の現状値が 34.8%

では、はるか遠くのゴールではないのかと思う。

Ｂ

いただいた御意見を踏まえて、ユニバーサルデザインの

推進に引き続き取り組んでいきます。



10 第４章

「ＵＤが身近になった際」と「県が目指すユニバー

サル社会」の関係が不明確。

Ａ

「ＵＤが多くの人にとって身近な存在となること」と「県

が目指すユニバーサル社会（第３章）」の実現との関係がわ

かるように、「本計画の到達点は、ユニバーサルデザインが

日常に浸透し、県民が実践できる段階とし、その理念の継

承の仕組みを整えることです。その積み重ねが、第３章で

示すユニバーサル社会の実現につながります。」と明記しま

した。


